
議
員
提
出
第
四
十
六
号
議
案

ロ
シ
ア
大
統
領
の
北
方
領
土
訪
問
に
対
し
、
毅
然
と
し
た
外
交
姿
勢
を
求
め
る
意
見
書

ロ
シ
ア
の
メ
ド
ベ
ー
ジ
ェ
フ
大
統
領
が
十
一
月
一
日
、
わ
が
国
固
有
の
領
土
で
あ
る
北
方
四
島
の
一
つ
、

国
後
島
を
訪
問
し
た
。

北
方
領
土
は
歴
史
的
に
も
国
際
法
上
も
わ
が
国
固
有
の
領
土
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
り
、
ロ
シ
ア
も
一

九
九
三
年
の
「
東
京
宣
言
」
に
お
い
て
「
北
方
四
島
の
帰
属
に
関
す
る
問
題
に
つ
い
て
は
、
歴
史
的
・
法
的

事
実
に
立
脚
し
、
両
国
の
間
で
合
意
の
上
作
成
さ
れ
た
諸
文
書
及
び
法
と
正
義
の
原
則
を
基
礎
と
し
て
解
決

す
る
」
と
の
指
針
を
確
認
し
て
い
る
。

旧
ソ
連
時
代
を
含
め
ロ
シ
ア
の
国
家
元
首
が
北
方
領
土
を
訪
問
し
た
の
は
初
め
て
で
あ
り
、
大
統
領
の
訪

問
は
こ
う
し
た
日
露
両
国
間
の
合
意
を
無
視
し
、
ロ
シ
ア
に
よ
る
四
島
の
不
法
占
拠
を
既
成
事
実
化
し
よ
う

と
す
る
も
の
で
あ
る
。

ま
た
、
訪
問
の
背
景
に
は
、
普
天
間
飛
行
場
移
設
問
題
や
、
中
国
人
船
長
釈
放
問
題
な
ど
、
民
主
党
政
権

が
も
た
ら
し
た
外
交
史
上
例
を
見
な
い
失
態
が
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
り
、
更
な
る
外
交
の
失
態
は
わ
が
国

及
び
ア
ジ
ア
太
平
洋
地
域
の
安
全
保
障
、
経
済
発
展
に
重
大
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
と
な
る
。

よ
っ
て
、
国
会
及
び
政
府
に
お
か
れ
て
は
、
今
般
の
メ
ド
ベ
ー
ジ
ェ
フ
大
統
領
の
北
方
領
土
訪
問
に
厳
重

に
抗
議
す
る
と
と
も
に
、
毅
然
た
る
外
交
姿
勢
で
ロ
シ
ア
に
対
し
て
臨
む
よ
う
、
ま
た
、
北
方
領
土
問
題
を

早
期
解
決
に
導
く
た
め
に
も
、
早
急
に
外
交
戦
略
の
立
て
直
し
を
図
る
よ
う
強
く
要
望
す
る
。

右
、
地
方
自
治
法
第
九
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
意
見
書
を
提
出
す
る
。

平
成
二
十
二
年
十
二
月
十
四
日

大
分
県
議
会
議
長

安

部

省

祐

衆

議

院

議

長

横

路

孝

弘

殿

参

議

院

議

長

西

岡

武

夫

殿

内

閣

総

理

大

臣

菅

直

人

殿

外

務

大

臣

前

原

誠

司

殿

内
閣
府
特
命
担
当
大
臣

馬

淵

澄

夫

殿

（
沖
縄
及
び
北
方
対
策
担
当
）

国

家

戦

略

担

当

大

臣

玄

葉

光
一
郎

殿


